
介護者の感染により在宅での生活が困難となった要介護高齢者の短期入所施設

での受入れの流れについて

【受入れ協力施設の事前登録】

・県高齢福祉課から依頼があった場合に、要介護高齢者の受入れ協力を行う施設について、事前登録

・事前登録のあった施設に対し、事案が発生した場合に、県高齢福祉課が空き状況を確認

【事案発生時の流れ】

・市町村

・担当ケアマネ

・保健所

県高齢福祉課
事前登録のあった

短期入所施設

②在宅生活が困難な
場合、短期入所施
設の空き状況確認
を依頼

③事案発生地
域を踏まえ、
事前登録施設
に空き状況を
確認④受入れの空きが

ある施設を連絡

⑤担当ケアマネが施設と該当者の受入れについて調整、実施

①まず在宅での生
活確保の調整

新型コロナの影響で在宅高齢者

が一人となる状況が発生

別紙２

【受入施設協力金の交付・その他支援】

・受入れ実績に基づき、受入れ施設には県から協力金を支給します。

・協力金以外にも、濃厚接触者の受入れに伴い必要となった人材確保に係る費用や職場環境の復旧・環境

整備に係る費用について、補助金による支援を行います。

・また、個人防護具が不足する場合には、県から支給を行うことも可能です。


